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１．研究の背景及び目的

1872（明治 5）年の新橋－横浜間鉄道の開業以降、

幹線鉄道の主たる目標は、大量性と高速性の発揮に

あった。ここで、大量性と高速性に関する指標化は

容易である。その一方、鉄道の技術質を表現する指

標は、未だ確立されていない。

鉄道の技術質を評価する有力な技術指標として、

軌間が注目される傾向が強い。軌間は確かに重要な

技術要素である。また日本の幹線鉄道が国際標準で

はない1067mm軌間を採用していることから、これに

関する既存研究は数多く存在する。

ところが、一次資料の集大成たる参考文献(1)(2)

に詳細な記述が乏しいためか、既存研究には技術要

素に関する認識に適切を欠く傾向が認められる。

井上 は、軌間さえ共通であれば列車はどこまで3)

も運行できると、完全な誤認から立論している。

升田 及び原田 は、日本の幹線鉄道における軌間4) 5)

決定の経緯を探求している。両者の研究成果は重要

であるが、技術要素に関する記述は必ずしも的確で

ないものとなっている。

本研究においては、鉄道の質を表現する指標とし

てインターオペラビリティを採りあげる。筆者の既

存研究ではネットワーク評価に重点を置いた が、6)等

本研究ではインターオペラビリティを規定する技術

要素の中で軌間・軸重・車両限界に着目する。その

うえで、日本の幹線鉄道ネットワークにおけるイン

ターオペラビリティ形成について、技術的評価を加

えることを目的とする。
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２．インターオペラビリティを規定する技術要素

インターオペラビリティを規定する技術要素は、

主に下記のとおりである。

軌間 ：２本のレールの内側の幅。

これが等しくないと列車は直通できない。

電化方式：列車駆動エネルギーの供給方式。

直流・交流・非電化に大別される。

線形 ：最急勾配と最小曲線半径を指す。

列車の速度を規定する。

：列車運行の安全を保障する。信号閉塞システム

信号現示や列車抑止の方法により区別。

軸重 ：１車軸にかかる列車の荷重。

車両性能：列車の加減速度及び最高速度を規定する。

車両限界：車両の最大寸法を規定する。

需要 ：列車の編成長を規定する。

３．鉄道黎明期における軌間の選択

(1) 新橋－横浜間鉄道の軌間決定

日本の幹線鉄道が1067mm軌間を採用した理由の記

述が、一次資料の集大成たる参考文献(1)(2)におい

て乏しいことは、既に記したとおりである。

客観的事実としては、新橋－横浜間鉄道の建設時、

当局との合意形成前に技師長モレルが企業家レイに

1067mm軌間の採用を指示 、レイ麾下の技師ホワイ7)

トが1067mm軌間の機関車と資材を調達 、後に当1)8)9)

局が1067mm軌間採用を追認した との流れがある。1)7)

なぜモレルが1067mm軌間を是としたか、なぜ当局

が1067mm軌間採用を受容したか、これら意志決定に

関する一次資料は存在しないとされている 。し1)4)5)7)

かし、意志決定の過程が不明確であっても、客観的

事実に関しては明確な資料が存在している。

ここで重要なのは、新橋－横浜間鉄道は1067mm軌

間の採用を前提として準備が進められたこと、この

1067mm軌間採用が車両限界や軸重など重要な技術要



素をも規定した、という事実である。

(2) 採りあげられなかった改軌論

1887（明治20）年、参謀本部長から鉄道局長官宛

に鉄道改正建議案（６項目）が呈された。この建議

案中には、軍隊の大量輸送に充分な機能を発揮する

ことを名目として、幹線鉄道の軌間を1435mmに改良

する項目も含まれていた 。4)

これが、最初に発議された改軌論である。その後

改軌論は大正期まで、断続的に呈された。幹線鉄道

の改軌に積極的であったのは、初期において軍部で

あり、後期においては初代鉄道院総裁後藤新平や鉄

道院の車両技術者であった。

30年以上に渡る議論を経て、ついに改軌論は採り

あげられることがなかった。これは技術的な観点か

らすれば、妥当な措置であったと考えられる。

車両限界拡大や軸重強化を伴わない改軌は、車両

設計の自由度や余裕を増すだけで、輸送力増強には

つながらない。即ち、改軌する意義を見出せない。

また、車両限界拡大や軸重強化を伴う改軌は、ト

ンネル・橋梁及び軌道構造を全区間で改良しなけれ

ばならない。必要な費用はより大きくなり、列車を

より長期間運休する必要に迫られる。そのため、実

現可能性はごく低くならざるをえない。

(3) 狭軌によるネットワーク整備

改軌論は呈示されるたびに退けられた。さらに、

1906（明治39）年に始まった鉄道国有化とあわせ、

日本の幹線鉄道ネットワークは狭軌1067mmにて整備

が進められた。これは、ネットワーク内のインター

オペラビリティを確保するとともに、新線の整備費

用を可能な限り縮減するための措置であった。

後藤の改軌論に反対し続けたのは、原敬率いる政

友会であった。政友会の基本方針は、地方新線建設

に対し極めて積極的であり、その一方で既設幹線改

良に対してはごく消極的であった 。4)10)

1892（明治25）年の鉄道敷設法制定、そして1896

（昭和29）年の北海道鉄道敷設法制定は、幹線鉄道

の整備を企図したものであった。これに対し、1910

（明治43）年の軽便鉄道法制定、1922（大正11）年

の鉄道敷設法改正は、地方鉄道の整備を強く意識し

たものであり、当時衆議院の絶対多数を占めていた

政友会の党略を体現したものでもあった。

軽便鉄道法制定、及び鉄道敷設法改正の方向性に

おいて、低規格路線の整備が容認された点は、注目

に値する。鉄道院の路線規格には甲乙丙の３段階が

既に存在したが、さらに低規格の簡易線が設けられ

たのである。簡易線規格では、軸重が軽く設定され、

かつ線形の制約が緩められた。

(4) 狭軌によるネットワーク整備の技術的意義

日本最初の鉄道は1067mmで整備され、車両限界や

軸重など、重要な技術要素を規定した。

ネットワーク整備は1067mmで進捗し、インターオ

ペラビリティ確保の観点からは充分なものであった。

その一方で1435mmへの改軌論は常に退けられ、既存

路線の規格は向上されなかった。しかし、その判断

は当時としては技術的に妥当であった。

軽便鉄道法制定以降は地方新線の整備が優先され、

しかも低規格の新線整備が許容された。既存幹線改

良の優先順位は高くなかった。

上記の経緯により最も深刻な影響を受けた要素は、

車両（特に機関車）である。これは、1435mm軌間の

不採用よりも、軸重強化がなされなかった影響の方

が大きい。なぜなら、機関車牽引力の最大値は、駆

動軸重と動摩擦係数（粘着係数）の積だからである。

いくら機関出力を向上しても、駆動軸重が一定であ

れば、牽引力にはおのずと上限が生じてしまう。

日本の蒸気機関車の特徴として、駆動軸以外の従

軸が多い点を挙げられる。機関車の性能を最大限に

発揮するには、従軸を減らし駆動軸重を増すべきで

あるが、軌道構造とのかねあいから駆動軸重強化は

図られなかった。これはやむをえない措置ながら、

技術的観点からは不満足なものである。

４．電車特急の発展

軸重の制約を受け、機関車の性能向上には明確な

限界が存在したことから、車両技術者は様々な方策

をもって、ブレイクスルーを試みた。



(1) 弾丸列車計画の具体化

改軌論収束後の1939（昭和14）年、大陸との一貫

輸送を名目として、いわゆる弾丸列車計画が具体化

した。この計画は、1435mm軌間を採るなど、在来の

鉄道とは完全に独立した、インターオペラビリティ

を有さない規格の幹線を整備するものであり、車両

性能の大幅な向上を企図したものであった。

弾丸列車計画は、戦局の悪化に伴い中途で挫折し

た。しかし、用地取得は広い範囲で行われ、日本坂

トンネルが完工するなど長大トンネルの工事も進ん

でいた。これらの成果は、後に東海道・山陽新幹線

として結実することになる。

(2) 湘南電車

終戦後は、機関車牽引方式の性能向上よりもむし

ろ、電車方式の幹線鉄道への応用・改良が試みられ

るようになった。その最初の例は、1950（昭和25）

年に営業開始した、いわゆる湘南電車である。

湘南電車の特徴としては、運転台を持たない中間

電動車の採用、それまで機関車牽引方式の独占領域

とみなされていた長距離運用への充当、などの点を

挙げることができる。

電車方式を採る利点は、「列車全体の重量がその

ままいわゆる粘着重量になり、列車重量に粘着係数

を掛けただけの最大加速力が考えられまたそれだけ

の電気制動力が得られる」 との記述に要約される。11)

また、加減速性能にも優れ、折り返し駅での機関車

交換も不要であり、機関車牽引列車と比べ増発が可

能という優位性も備えていた 。12)

ここで、電車列車は非電化区間では運行できず、

非電化区間に対するインターオペラビリティを有し

ていない。そして、湘南電車登場当時は、東海道本

線でさえ静岡－京都間が非電化であった。湘南電車

の成功は、幹線鉄道優等列車への電車充当の契機と

なり、また東海道本線の電化進捗をも促した。

(3) 特急電車「こだま」

1958（昭和33）年に営業開始した特急「こだま」

（東京－大阪間）は、国内初の電車特急であり、非

電化区間への直通を考慮しない点において、既存の

客車特急と一線を画していた。1958年当時、全線電

化が完成していた幹線鉄道は東海道本線のみで、こ

の状況下での電車特急の導入は大胆な施策といえ、

インターオペラビリティ分化の端緒となった。

(4) 東海道新幹線の開業

1964（昭和39）年に開業した東海道新幹線は、在

来線と比べ飛躍的に進歩した鉄道であった。そのす

ぐれた高速性・大量性は、鉄道の概念を根底から改

めたと形容してよいほど画期的な内容が伴っていた。

東海道新幹線の特徴は、在来線とはまったく独立し

た規格を採用した点にあり、その相違は表－１に示

されるとおりである。

表－１ 幹線鉄道の諸元 より作表13)

このような相互にインターオペラビリティを有さ

ない規格が採られた理由は、実は必ずしも明確では

ない。少なくとも検討段階では、在来線規格別線案

が有力だった形跡が認められる 。しかし最終的に2)4)

は、新幹線規格には輸送力・所要時間等に関する技

術的優位性が大きく、インターオペラビリティを確

保できない等の不利を相殺して余りあると判断され

たようである。

(5) 新幹線整備と在来線電化の進捗

東海道新幹線の開業と並行して、山陽本線の全線

電化も進んだ。その理由としては、東海道本線の昼

行特急の全廃に伴い、特急電車の転配先を確保する

必要に迫られた、という点を挙げることができる。

これ以降の特急に関しては、純然たる新設・急行

からの格上げ・車両の転配など様々な要素が入りこ

むため、一観点に絞りこんだ性格づけは難しい。こ

こで重要なのは、意図はともあれ結果として、昼行

特急は客車から電車・気動車に完全に置換され、幹

線鉄道では電化が進んだという事実である。

新幹線 在来線
軌間 1435mm 1067mm
車体長 25ｍ 20ｍ

車両限界幅 3400mm 3000mm
電化方式 交流25kV50・60Hz 直流 1.5kV

交流20kV50・60Hz
非電化

信号方式 ATC ATS



(6) 電車特急の技術的意義

軸重強化は機関車牽引能力向上を図るうえで必須

の事柄であったが、巨額の投資を要するため、実現

可能性は乏しかった。そのため、軸重強化によらな

い手法を採らなければならなかった。

電車特急の導入は、列車の性能向上を図るにあた

り、日本の幹線鉄道ネットワークにおける当時とし

ての最適解であった。

幹線鉄道ネットワークの電化推進にあたっては、

規格の選択に問題が残った。軸重に制限があるなか

で様々なオプションの有用性が模索されたことから、

多様な電化方式の併存という弊害が発生した。

５．新幹線ネットワークの整備による

インターオペラビリティの分化

東海道新幹線の開業後、山陽・東北・上越・北陸

新幹線が整備された。これら新幹線の開業にあたり、

並行在来線の昼行特急は全廃され、拠点駅で相互に

乗換接続する手法が採られた。これはハブ＆スポー

ク型のネットワーク整備とみなすことができる。

利用者に乗換を強要しないため、新幹線開業後も

直通列車が存置される例はあった。ここで、秋田行

「つばさ」の一部及び会津若松行「あいづ」の場合、

東北新幹線開業時には上野直通列車が存置されたも

のの、後に両列車とも乗換接続に改められた。これ

は、乗換の不効用、即ちインターオペラビリティを

確保しないことによる不効用よりも、新幹線の速達

性及び高頻度運転による効用の方が高く評価された

ためと考えられる。

６．まとめ

日本の幹線鉄道において、軌間を1067mmのままと

するか国際標準軌たる1435mmに改軌するかは、明治

以来議論の対象であった。

ここで、議論の中核たる技術要素が軌間に集中し、

軸重や車両限界に対する配慮が少なかったことから、

議論の本質は曖昧になってしまった。

車両（特に機関車）設計の技術的優位性を追求す

るならば、改軌よりむしろ軸重強化を目指すべきで

あった。輸送力増強を追求するならば、改軌・軸重

強化・車両限界拡大を全て包括しなければならず、

費用面から議論になりにくかった点は、今から顧み

ると惜しまれることである。

当時調整の余地があったとすれば、幹線の線増も

しくは線形改良の際に、軸重強化・車両限界拡大を

図っておくことにあった。しかし、明治末期～大正

期の政策方針は、低規格ローカル新線の拡大にあり、

幹線鉄道高規格化はなされなかった。

この点を主な背景として、車両設計における技術

的優位性の追求は、電車特急の開発という方向性に

なった。これは世界的に見て稀な展開であるが、日

本の幹線鉄道が備えていた技術要素を鑑みれば、必

然的な方向性といえる。

その方向性は、東海道新幹線の開業、及び新幹線

ネットワークの拡大という形で、さらなる発展を遂

げた。高速性・大量性にすぐれた新幹線は、今日の

幹線鉄道における標準となったが、インターオペラ

ビリティ分化という課題も残されている。

在来線の技術要素が大正期までに適切な調整がな

されず、新幹線ネットワークが今日の日本主要地域

を網羅しつつある現状を鑑みれば、今後の幹線鉄道

におけるインターオペラビリティ形成は、新幹線を

主として図るべきと考えられる。
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